


 

 

② 令和 2 年度（25 件 1,130,988 円） 
私的な目的で使用された物品                 6 件 
おでかけひろば事業での使用が確認できない物品              12 件 
架空の領収書で補助金が請求をされた工事費          1 件 
処分制限財産として未償却残高の返金を求めるもの       2 件 
紛失により現物の確認ができないもの             2 件 
コピー機等の使用料で事業使用の枚数等を確認できないもの     2 件 

③ 令和 3 年度（10 件 248,513 円） 
私的な目的で使用された物品                  4 件 
おでかけひろば事業での使用が確認できない物品         1 件 
処分制限財産として未償却残高の返金を求めるもの          1 件 

コピー機等の使用料で事業使用の枚数等を確認できないもの     4 件 
（２）合計 

38 件  1,407,628 円 
      
５ 対応 

令和 5 年 8 月 23 日に購入物品の有無及び工事個所の確認を行った結果、購入及び工
事実績が認められなかった経費について、令和 5 年 9 月 1 日に補助金の交付決定の一部
を取り消し、返還を命じた。 
なお、補助金の返還にあたっては、要綱第 17 条に基づき、違約加算金も徴収する。 
また、そのほかの現在補助を受ける全てのおでかけひろば運営事業者に対し、過去 5

年間に補助金の受給を受けて実施した工事及び、耐用年数を経過していない購入物品に
ついて、現状の確認を行う。 

 
６ おでかけひろば運営について 
   今後、NPO 法人ここよみに対する世田谷区おでかけひろば運営費補助金の交付は行

わない。ただし、当該法人が運営するおでかけひろば「mamas」について、利用者及び
利用者支援事業への影響に鑑み、令和 5 年度末までの運営を継続することとし、それま
での運営費補助は継続するが、人件費や光熱水費等必要最低限の経費を補助対象とし、
消耗品以外の物品購入経費や利用者の安全等を脅かすなど緊急を要する工事を除く工
事費等は認めない。 
なお今後、令和６年度の利用者支援事業の実施に向けては、新たなプロポーザルの実

施を予定する。 
   
７ おでかけひろば運営費補助金交付に係る区の審査について 

おでかけひろば運営費補助金は、四半期ごとに実績報告書を提出させ、内容の審査を
行っている。審査に当たっては、領収書等支払いの事実が分かる書類で確認を行ってい
る。 

 
８ 再発防止策 

本件については、購入の事実はあるが、私的に使用していた物品が多数あり、購入後
の使用についてまで確認することができなかった。加えて、改修工事に関して、事実と

異なる領収書の提出がなされており、その不正を見抜くことは困難であったため、全て
の補助事業者に対し本事案を周知し、補助事業費の適正な支出を改めて求める。また、
実績報告書の内容審査に当たって、疑義等が生じた場合は、補助事業者に説明を求める
ものとし、工事及び備品又は備品に類する物品を購入する場合は、事前に区への報告を
求め、実績報告時に当該工事箇所及び物品の写真の提出を必須とする。 
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